
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「農業経営改善計画認定申請書」 「個人情報同意書」 の提出 
提出先：松本市役所農政課（JA、市役所支所・出張所への提出可） 

または 

農林水産省共通申請サービスにより電子申請 

 

農業経営改善計画の審査（6・9・12・3月） 

経営改善指導班指導員からの意見聴取→農業委員会への報告 
 

計画の認定基準  

１ 松本市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に適しているか 

２ 農用地の効率的・総合的な利用を図るために適しているか 

３ 実現可能な計画か 

農業経営改善計画の認定 

紙申請：認定書送付（7・10・1・4月初旬） 

電子申請：共通申請サービスポータルで認定書出力 

ご自身の 5年後の農業経営について検討 

家族経営協定の締結 
市農政課・農業委員にご相談下さい。 

・経営主（代表者）1 人が認定農業

者になりたい。 

・法人として認定農業者になりたい。 

・経営主（代表者）だけでなく、夫婦や

家族で認定農業者になりたい。 

松本市における農業経営改善計画認定申請の流れ 



認定農業者とは 
 

 

 

 

１ 認定農業者の概要 

  認定農業者とは、農業経営の改善を行うための「農業経営改善計画」を

作成・提出し、松本市に認定された方のことです。 

  計画を作ることで現在の経営状況を見つめなおすことができ、認定後は各

種補助や融資を受けることもできます。 

 

２ 認定の対象 

  農業経営のスペシャリストを目指し、地域の農業を担う意欲のある方であ

れば、どなたでも認定の対象となります。 

 ⑴ 性別 

   男女の性別は問いません。 

 ⑵ 年齢 

   年齢制限はありません。 

 ⑶ 専業・兼業、経営規模の大・小 

   兼業農家の方や新規に就農する方、経営規模が小さい方でも、基準を

満たし、５年後に一定の収入が得られる計画を作成できれば認定の対

象となります。 


